
四日市市告示第１２７号 

四日市市三世代同居等支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

令和８年３月２６日 

                    四日市市長  森 智広 

 

四日市市三世代同居等支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

四日市市三世代同居等支援補助金交付要綱（令和２年四日市市告示第１６１号）

の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（補助金の請求） 

第１５条 申請者は、前条の確定通知を受

けた日から起算して３０日以内に、四日

市市三世代同居等支援補助金支払請求書

（第７号様式）により、市長に補助金の

交付を請求するものとする。 

  

   附 則 

１ （略） 

 （有効期限） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限

り、その効力を失う。 

３から５まで （略） 

（補助金の請求） 

第１５条 申請者は、前条の確定通知を受

けた日から起算して１０日以内に、四日

市市三世代同居等支援補助金支払請求書

（第７号様式）により、市長に補助金の

交付を請求するものとする。 

 

   附 則 

１ （略） 

 （有効期限） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限

り、その効力を失う。 

３から５まで （略） 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正は令和

８年３月３１日から施行する。 

    

   (都市整備部都市計画課) 

 


